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リ コ ー ル 届 出 一 覧 表  
リコール届出日：令和５年２月２８日 

リ コ ー ル 届 出 番 号 ５２９１ リ コ ー ル 開 始 日 令和５年３月１日 

届出者の氏名又は名称 
日野自動車株式会社 

代表取締役社長  小木曽 聡 

問い合わせ先：お客様相談窓口 

TEL 0120-106558 

不具合の部位（部品名） その他 

基準不適合状態にあると 

認める構造、装置又は性能 

の 状 況 及 び そ の 原 因 

車両製作工場の出荷検査において、駐車制動装置の制動力検査設備の設定が不
適切なため、制動力の保安基準適合性の検査が適切に行われていなかったもの
がある。 

改 善 措 置 の 内 容 
全車両、出荷後の検査履歴を確認し、未実施の車両は指定整備工場において自動
車検査員による検査を行う。また保安基準に関する不具合が認められた場合は是
正する。 

不 具 合 件 数 ０件 事 故 の 有 無 なし 

発 見 の 動 機 社内情報による。 

自動車使用者及び自動車 

特定整備事業者に周知 

させるための措置 

・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 

・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 

・弊社のインターネットホームページに掲載する。 

 

車 名 型 式 通称名 
リコール対象車の車台番号 

の範囲及び製作期間 
リコール 

対象車の台数 
備考 

日 野 2DG-FC2ABA 「日野 FC2AB-125725～FC2AB-133174 21   

  2KG-FC2ABA  ﾚﾝｼﾞｬｰ」 令和 3年 2月 10 日～令和 4年 2月 25 日     

  2PG-FC2ABA         

  2DG-FD2ABA   FD2AB-123579～FD2AB-131868 20   

  2KG-FD2ABA   令和 3年 4月 1日～令和 4年 12 月 7 日     

  2KG-FD2ABG         

  2PG-FD2ABA         

  2PG-FD2ABG         

  2DG-GC2ABA   GC2AB-102590～GC2AB-103404 49   

  2DG-GC2ABG   令和 3年 6月 30 日～令和 4年 12月 15 日     

  2KG-GC2ABA         

  2PG-GC2ABA         

  2DG-GD2ABA   GD2AB-102596～GD2AB-103649 54   

  2KG-GD2ABA   令和 3年 6月 9日～令和 4年 12 月 19 日     

  2KG-GD2ABG         

  2PG-GD2ABA         

  2PG-GD2ABG         

連絡先  自動車局 審査・リコール課 
     リコール監理室 
     TEL 03-5253-8111 内線 42361 
ｱﾄﾞﾚｽ  ： http://www.mlit.go.jp 
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車 名 型 式 通称名 
リコール対象車の車台番号 

の範囲及び製作期間 
リコール 

対象車の台数 
備考 

日 野 2KG-GX2ABA 「日野 GX2AB-101502 1   

     ﾚﾝｼﾞｬｰ」 令和 4年 6月 9日     

  2PG-FS1AGA 「日野 FS1AG-105891～FS1AG-105923 3   

     ﾌﾟﾛﾌｨｱ」 令和 3年 9月 13 日～令和 3年 9月 29 日     

  2KG-FS1EGA   FS1EG-101812～FS1EG-101920 3   

      令和 3年 7月 19 日～令和 3年 10月 11 日     

  2KG-FS1EJA   FS1EJ-100305～FS1EJ-100837 8   

      平成 30 年 10 月 31 日～令和 3年 2月 15 日     

  2PG-SH1AGGG   SH1AGG-100689 1   

      令和 3年 11 月 2 日     

  2PG-SH1EDGG   SH1EDG-106633 1   

      令和 4年 2月 25 日     

      （製作期間の全体の範囲）     

  (計 23 型式) (計 2車種) 平成 30 年 10 月 31 日～令和 4年 12月 19 日 (計 161 台)   

【注意事項】 
1.リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。 

2.対象車の範囲には登録前に点検を実施してリコール対象外となった車両が含まれています｡ 

3.対象車の範囲には､新規検査および継続検査にて保安基準の適合性が確認されたことにより､リコール対象外

となる車両が含まれています｡ 


